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議案第６８号 

 

 

さぬき市指定介護予防支援等の事業の人員、運営等に関する 

基準を定める条例の制定について 

 

 

さぬき市指定介護予防支援等の事業の人員、運営等に関する基準を定める条例

を別紙のとおり制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

                      平成２５年１２月５日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 
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   さぬき市指定介護予防支援等の事業の人員、運営等に関する基準を定める条

例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第５９条第１項、第１１５条の２２第２項並びに第１１５条の２４第１項及び第

２項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員、運営等に関する基準を

定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「指定介護予防支援等」とは、法第５８条第１項に規定

する指定介護予防支援及び法第５９条第１項第１号に規定する基準該当介護予防

支援をいう。 

（指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準） 

第３条 法第５９条第１項並びに第１１５条の２４第１項及び第２項に規定する条

例で定める基準は、この条に特別の定めのあるものを除くほか、指定介護予防支

援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号。以下「指定

介護予防支援等事業基準」という。）に定めるところによる。 

２ 前項の場合における指定介護予防支援等事業基準第２８条第２項の規定の適用

については、同項中「２年間」とあるのは、「５年間」とする。 

（指定介護予防支援事業者の指定に関する基準） 

第４条 法第１１５条の２２第２項第１号の条例で定める者は、法人とする。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員、運営等

に関する基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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議案第６９号 

 

 

さぬき市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために 

必要なものに関する基準を定める条例の制定について 

 

 

さぬき市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに

関する基準を定める条例を別紙のとおり制定することについて、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

                      平成２５年１２月５日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 
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   さぬき市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なも

のに関する基準を定める条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第１１５条の４６第４項の規定に基づき、地域包括支援センターの包括的支援事

業を実施するために必要なものに関する基準を定めるものとする。 

 （地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する

基準） 

第２条 法第１１５条の４６第４項に規定する条例で定める基準は、介護保険法施

行規則（平成１１年厚生労働省令第３６号）第１４０条の６６に定めるところに

よる。 

（委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、地域包括支援センターの包括的支援事業を

実施するために必要なものに関する基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

  



10 

 

議案第７０号 

 

 

さぬき市水道事業の剰余金の処分等に関する条例の制定について 

 

 

さぬき市水道事業の剰余金の処分等に関する条例を別紙のとおり制定すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定

に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

                      平成２５年１２月５日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 
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   さぬき市水道事業の剰余金の処分等に関する条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」と

いう。）第３２条第２項及び第３項の規定に基づき、さぬき市水道事業における

利益及び資本剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （利益の処分の方法及び積立金の取崩し） 

第２条 さぬき市水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度か

ら繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金を埋め、なお残

額（以下この条において「補塡残額」という。）があるときは、次の各号に定め

る場合に応じ、当該各号に定める方法により処分することができる。 

 (1) 事業年度末日に企業債を有する場合 補塡残額の２０分の１を下らない金額

（企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補塡残額

の２０分の１に満たない場合にあっては、その額）を企業債の額に達するまで

減債積立金として積み立てる方法 

 (2) 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前号の規定により企業債の

額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 補塡残額の２０分の１を下らな

い金額（当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合

にあっては、補塡残額の２０分の１から減債積立金として当該事業年度におい

て積み立てた額を控除して得た額を下らない額）を利益積立金又は建設改良積

立金として積み立てる方法 

２ 前項に規定する積立金は、次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、

当該各号の目的以外に使用することができない。 

 (1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的 

 (2) 利益積立金 欠損金を埋める目的 

 (3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的 

３ 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合には、積立金を

その目的以外の使途に使用することができる。 

 （資本剰余金の処分等） 

第３条 毎事業年度において生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名

称を付した科目に積み立てなければならない。 

２ 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金

その他これらに類する金銭又は物件（以下「補助金等」という。）をもって取得

した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等

の金額に相当する金額（物件にあっては、その適正な見積価額をいう。）を控除

した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償
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却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若

しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩し

て当該損失を埋めることができる。 

 （欠損の処理） 

第４条 法第３２条の２の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損

金を埋め、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもって埋めるものとす

る。 

２ 前項の規定により利益積立金をもって欠損金を埋めても、なお欠損金に残額が

あるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、建設改良積立金をもっ

て埋め、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金（前条第２項の規定により

取り崩すことができる部分を除く。）をもって埋めることができる。 

 （その他） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７１号 

 

 

消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整理等について 

 

 

消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整理等に関する条例を別紙の

とおり制定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

   平成２５年１２月５日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 
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消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整理等に関する条例 

 

（さぬき市行政財産使用料条例の一部改正） 

第１条 さぬき市行政財産使用料条例（平成１４年さぬき市条例第５７号）の一部

を次のように改正する。 

別表第２建物の項中「１００分の１０５を乗じて得た額」を「消費税等相当額

（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法

に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗

じて得た額の合計額をいう。以下同じ。）を加えた額」に改め、同表備考２中

「１００分の１０５を乗じて得た額」を「消費税等相当額を加えた額」に改め、

同表備考４中「（昭和２５年法律第２２６号）」を削る。 

（さぬき市春日ふれあいセンター条例の一部改正） 

第２条 さぬき市春日ふれあいセンター条例（平成１４年さぬき市条例第１３３号）

の一部を次のように改正する。 

第４条中「（昭和２２年法律第６７号）」を削る。 

第７条第２項中「別表に定める額」の次に「に消費税等相当額（消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費

税の税率を乗じて得た額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地

方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合

計額をいう。）を加えた額（その額に１０円未満の端数があるときは、これを切

り捨てた額）」を加える。 

（さぬき市カメリア温泉福祉センター条例の一部改正） 

第３条 さぬき市カメリア温泉福祉センター条例（平成１４年さぬき市条例第１３

４号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「次に定める額」の次に「に消費税等相当額（消費税法（昭和

６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税

の税率を乗じて得た額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地方

消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計

額をいう。）を加えた額（その額に１０円未満の端数があるときは、これを切り

捨てた額）」を加え、同条第６項第３号中「療育手帳制度について（昭和４８年

９月２７日厚生省発児第１５６号厚生事務次官通知）」を「香川県療育手帳制度

要綱（昭和４９年１１月１日付け４８婦Ａ第１９６号香川県民生部長通知）」に

改め、同項第４号中「特定疾患治療研究事業実施要綱（昭和４８年４月１７日衛

発第２４２号厚生省公衆衛生局長通知）」を「香川県特定疾患治療研究事業実施

要綱（昭和４８年８月２４日付け４８予Ｂ第３３４号香川県厚生部長通知）」に
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改める。 

（さぬき市活性化施設条例の一部改正） 

第４条 さぬき市活性化施設条例（平成１４年さぬき市条例第１３５号）の一部を

次のように改正する。 

第６条第２項中「別表に定める額」の次に「に消費税等相当額（消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費

税の税率を乗じて得た額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地

方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合

計額をいう。）を加えた額（その額に１０円未満の端数があるときは、これを切

り捨てた額）」を加える。 

（さぬき市農林漁業体験実習館条例の一部改正） 

第５条 さぬき市農林漁業体験実習館条例（平成１４年さぬき市条例第１５０号）

の一部を次のように改正する。 

第９条第２項中「別表に定める額」の次に「に消費税等相当額（消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費

税の税率を乗じて得た額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地

方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合

計額をいう。）を加えた額（その額に１０円未満の端数があるときは、これを切

り捨てた額）」を加える。 

別表のうち１ 入場料の表注１第３号中「療育手帳制度について（昭和４８年

９月２７日厚生省発児第１５６号厚生事務次官通知）」を「香川県療育手帳制度

要綱（昭和４９年１１月１日付け４８婦Ａ第１９６号香川県民生部長通知）」に

改め、同表注１第４号中「特定疾患治療研究事業実施要綱（昭和４８年４月１７

日衛発第２４２号厚生省公衆衛生局長通知）」を「香川県特定疾患治療研究事業

実施要綱（昭和４８年８月２４日付け４８予Ｂ第３３４号香川県厚生部長通知）」

に改める。 

 （さぬき市国民宿舎施設条例の一部改正） 

第６条 さぬき市国民宿舎施設条例（平成１４年さぬき市条例第１７３号）の一部

を次のように改正する。 

第７条第２項中「別表に定める額」の次に「に消費税等相当額（消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費

税の税率を乗じて得た額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地

方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じた得た額の合

計額をいう。）を加えた額（その額に１０円未満の端数があるときは、これを切

り捨てた額）」を加える。 

  別表第１号から第５号までの規定中「（消費税別）」を削り、同表第６号中
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「（１人１回につき、消費税込み）」を削り、「入浴料金は」の次に「、１人１回

につき」を加える。 

 （さぬき市健康保養施設条例の一部改正） 

第７条 さぬき市健康保養施設条例（平成１４年さぬき市条例第１７４号）の一部

を次のように改正する。 

第７条第２項中「別表に定める額」の次に「に消費税等相当額（消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費

税の税率を乗じて得た額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地

方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合

計額をいう。）を加えた額（その額に１０円未満の端数があるときは、これを切

り捨てた額）」を加える。 

別表フィットネスルームの項中「１箇月」を「１か月」に改める。 

 （さぬき市下水道条例の一部改正） 

第８条 さぬき市下水道条例（平成１４年さぬき市条例第１８４号）の一部を次の

ように改正する。 

  別表備考中「１００分の１０５を乗じて得た額」を「消費税等相当額（消費税

法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法に規定す

る消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基

づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た

額の合計額をいう。）を加えた額」に改める。 

（さぬき市道路占用料条例の一部改正） 

第９条 さぬき市道路占用料条例（平成１４年さぬき市条例第１８６号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第２項中「１.０５を乗じて得た額」を「消費税等相当額（消費税法に

基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地方消費税が課される金額に同

法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。）を加えた額」

に改める。 

別表中「第７条第２号」を「第７条第４号」に、「同条第３号」を「同条第５

号」に、「第７条第４号」を「第７条第６号」に、「同条第５号」を「同条第７号」

に、「第７条第６号」を「第７条第９号」に、「同条第７号」を「同条第１０号」

に、「第７条第８号」を「第７条第１１号」に、「第７条第９号」を「第７条第１

２号」に改め、同表備考５中「（令第７条第１０号及び第１１号に掲げる施設に

ついて近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成

上の諸要素が類似した土地）」を削る。 

（さぬき市水道事業給水条例の一部改正） 
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第１０条 さぬき市水道事業給水条例（平成１４年さぬき市条例第１９１号）の一

部を次のように改正する。 

第９条第１項中「１００分の１０５を乗じて得た額」を「消費税等相当額（消

費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法に規

定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて

得た額の合計額をいう。以下同じ。）を加えた額」に改め、同条第２項中「１０

０分の１０５を乗じて得た額」を「消費税等相当額を加えた額」に改める。 

第２２条第１項第４号中「私設」を削る。 

第２８条中「１００分の１０５を乗じて得た額」を「消費税等相当額を加えた

額」に改める。 

第２９条第１項中「２箇月」を「２か月」に改める。 

第３１条第１号中「１箇月」を「１か月」に改める。 

別表第１中「１箇月」を「１か月」に改める。 

（さぬき市簡易水道事業の設置及び給水に関する条例の一部改正） 

第１１条 さぬき市簡易水道事業の設置及び給水に関する条例（平成１４年さぬき

市条例第１９３号）の一部を次のように改正する。 

第９条第１項中「１００分の１０５を乗じて得た額」を「消費税等相当額（消

費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法に規

定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて

得た額の合計額をいう。以下同じ。）を加えた額」に改め、同条第２項中「１０

０分の１０５を乗じて得た額」を「消費税等相当額を加えた額」に改める。 

第１９条第１項第４号中「私設」を削る。 

「第４章 料金、手数料及び加入分担金」を「第４章 料金、手数料及び負担

金」に改める。 

第２５条中「１００分の１０５を乗じて得た額」を「消費税等相当額を加えた

額」に改める。 

第２８条第１号中「１箇月」を「１か月」に改める。 

第３０条第１項中「２箇月」を「２か月」に改める。 

別表第２中「１箇月」を「１か月」に改める。 

（さぬき市公共用財産管理条例の一部改正） 

第１２条 さぬき市公共用財産管理条例（平成１５年さぬき市条例第４３号）の一

部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１.０５を乗じて得た額」を「消費税等相当額（消費税法に

基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び
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地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地方消費税が課される金額に同

法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。）を加えた額」

に改める。 

別表上空使用の項中「１箇所」を「１か所」に改める。 

（さぬき市建設残土処分場の設置等に関する条例の一部改正） 

第１３条 さぬき市建設残土処分場の設置等に関する条例（平成１８年さぬき市条

例第７号）の一部を次のように改正する。 

別表２トン車の項中「１,３００円」を「１,３３０円」に改め、同表４トン車

の項中「２,６００円」を「２,６７０円」に改め、同表１０トン車の項中「６,

４００円」を「６,５８０円」に改める。 

 （さぬき市港湾管理条例の一部改正） 

第１４条 さぬき市港湾管理条例（平成１９年さぬき市条例第４４号）の一部を次

のように改正する。 

  別表のうち１ 港湾施設使用料(1) 志度港港湾施設の表中 

「 ４．９０   「 

を 

」 

５．０４  

 に改める。 

」 

２．８９ ２．９７

４．３３ ４．４５

  別表のうち１ 港湾施設使用料(2) 津田港港湾施設の表中 

「 １５
  「 

 

を 

１５．４２ 
  

 

 に改める。 

２７０ ２７７．７１ 

３ ３．０８ 

 ５
 

５．１４ 
    

 ９０
」 

９２．５７ 
」 

  別表のうち２ 港湾施設占用料の表備考４中「１００分の１０５を乗じて得た

額」を「消費税等相当額（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費

税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定

する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。）を加えた額」に改める。 

（さぬき市健康生きがい施設条例の一部改正） 

第１５条 さぬき市健康生きがい施設条例（平成２２年さぬき市条例第１号）の一

部を次のように改正する。 

第８条第２項中「別表に定める額」の次に「に消費税等相当額（消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費

税の税率を乗じて得た額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地

方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合

計額をいう。）を加えた額（その額に１０円未満の端数があるときは、これを切
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り捨てた額）」を加える。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第２条中さぬき市春

日ふれあいセンター条例第４条の改正規定、第３条中さぬき市カメリア温泉福祉

センター条例第６条第６項第３号及び第４号の改正規定、第５条中さぬき市農林

漁業体験実習館条例別表の改正規定、第７条中さぬき市健康保養施設条例別表の

改正規定、第９条中さぬき市道路占用料条例別表の改正規定、第１０条中さぬき

市水道事業給水条例第２２条第１項第４号、第２９条第１項、第３１条第１号及

び別表第１の改正規定、第１１条中さぬき市簡易水道事業の設置及び給水に関す

る条例第１９条第１項第４号、第４章の章名、第２８条第１号、第３０条第１項

及び別表第２の改正規定並びに第１２条中さぬき市公共用財産管理条例別表の改

正規定は、公布の日から施行する。 

 （建設残土処分場使用料に関する経過措置） 

２ 第１３条の規定による改正後のさぬき市建設残土処分場の設置等に関する条例

別表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料につい

て適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例に

よる。 

 （港湾施設使用料に関する経過措置） 

３ 第１４条の規定による改正後のさぬき市港湾管理条例別表のうち１ 港湾施設

使用料の表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料

について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前

の例による。 
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議案第７２号 

 

 

さぬき市税条例の一部改正について 

 

 

さぬき市税条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

   平成２５年１２月５日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市税条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市税条例（平成１４年さぬき市条例第５３号）の一部を次のように改正す

る。 

第４７条の２第１項中「を当該年度の」の次に「初日の属する年の」を加え、第

１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とする。 

第４７条の５第１項中「当該年度の前年度において第４７条の２第１項の規定に

より特別徴収の方法によって徴収された年金所得に係る特別徴収税額に相当する額」

を「当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当

該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び

均等割額の合算額（当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第４４条第１項

の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合においては、前々年中の公的年

金等に係る所得に係る所得割額）の２分の１に相当する額」に改める。 

附則第６条第４項及び第６条の２第４項中「第２０条の２第１項」を「第２０条

第１項」に、「附則第２０条の２第１項」を「附則第２０条第１項」に改める。 

附則第７条の４中「附則第１９条第１項」の次に「、附則第１９条の２第１項」

を加え、「附則第２０条の２第１項」を「附則第２０条第１項」に改める。 

附則第１４条中「第１３条」を「前条」に改める。 

附則第１６条の３の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同条第１項

中「及び次項」及び「おいて、当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌

年の４月１日の属する年度分の市民税について当該上場株式等の配当等に係る配当

所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第３３条第４項に

規定する申告書を提出したとき」を削り、「配当所得については、同条第１項」を

「利子所得及び配当所得については、第３３条第１項」に、「配当所得の金額（以

下」を「利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第１６条の２の１１第３

項で定めるところにより計算した金額（以下」に、「上場株式等に係る配当所得の

金額」を「上場株式等に係る配当所得等の金額」に、「課税配当所得」を「課税配

当所得等」に改め、同条第２項中「市民税」を「前項の規定のうち、租税特別措置

法第８条の４第２項に規定する特定上場株式等の配当等（以下この項において「特

定上場株式等の配当等」という。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割

の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の４月１

日の属する年度分の市民税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき

前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第３３条第４項に規定する申告

書を提出した場合に限り適用するものとし、市民税」に、「上場株式等の配当等」

を「特定上場株式等の配当等」に改め、同条第３項第１号、第３号及び第４号中

「配当所得」を「配当所得等」に改める。 
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附則第１９条の見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め、同条第１項中「株

式等に」を「一般株式等に」に、「附則第１８条第６項」を「附則第１８条第５項」

に改め、「当該市民税の所得割の納税義務者が法第２３条第１項第１６号に規定す

る特定株式等譲渡所得金額（以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」とい

う。）に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金

額（第３３条第６項の規定により同条第５項の規定の適用を受けないものを除く。）

を除外して算定するものとする。」を削り、同条第２項第１号、第３号及び第４号

中「株式等」を「一般株式等」に改める。 

附則第１９条の２を次のように改める。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３７条

の１１第１項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上

場株式等に係る譲渡所得等については、第３３条第１項及び第２項並びに第３４

条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る

譲渡所得等の金額として令附則第１８条の２第５項に定めるところにより計算し

た金額（当該市民税の所得割の納税義務者が法第２３条第１項第１７号に規定す

る特定株式等譲渡所得金額（以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」と

いう。）に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得

の金額（第３３条第６項の規定により同条第５項の規定の適用を受けないものを

除く。）を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係

る譲渡所得等の金額」という。）に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金

額（上場株式等に係る譲渡所得等の金額（次項において準用する前条第２項第１

号の規定により読み替えて適用される第３４条の２の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）をいう。）の１００分の３に相当する金額に相当する市民税

の所得割を課する。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場

合において、同条第２項中「附則第１９条第１項」とあるのは「附則第１９条の

２第１項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法

第３７条の１１第６項の規定により読み替えて準用される同法」と読み替えるも

のとする。 

附則第１９条の３から第２０条までを削る。 

附則第２０条の２第２項中「附則第２０条の２第１項」を「附則第２０条第１項」

に改め、同条を附則第２０条とする。 

附則第２０条の３を削る。 

附則第２０条の４第２項第１号から第３号までの規定中「附則第２０条の４第１
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項」を「附則第２０条の２第１項」に改め、同項第４号中「附則第五条」を「附則

第５条」に、「附則第２０条の４第１項」を「附則第２０条の２第１項」に改め、

同条第５項第１号中「附則第２０条の４第３項」を「附則第２０条の２第３項」に

改め、同項第２号中「附則第２０条の４第３項」を「附則第２０条の２第３項」に、

「附則第２０条の４第４項」を「附則第２０条の２第４項」に改め、同項第３号中

「附則第２０条の４第３項」を「附則第２０条の２第３項」に改め、「に係る」の

次に「利子所得の金額又は」を加え、同項第４号中「附則第２０条の４第３項」を

「附則第２０条の２第３項」に改め、同条第６項中「附則第２０条の４第３項」を

「附則第２０条の２第３項」に改め、同条を附則第２０条の２とする。 

附則第２０条の５を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

(1) 次条第１項の規定 平成２８年１月１日 

(2) 第４７条の２第１項及び第４７条の５第１項の改正規定並びに次条第２項の

規定 平成２８年１０月１日 

(3) 附則第６条第４項、第６条の２第４項、第７条の４、第１６条の３及び第１

９条から第２０条の５までの改正規定並びに次条第３項の規定 平成２９年１

月１日 

 （経過措置） 

第２条 平成２８年１月１日前に発行された所得税法等の一部を改正する法律（平

成２５年法律第５号）第８条の規定による改正前の租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）第４１条の１２第７項に規定する割引債（同条第９項に規定する

特定短期公社債を除く。）について支払を受けるべき同条第７項に規定する償還

差益に対して課する個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ この条例による改正後のさぬき市税条例（以下「新条例」という。）第４７条

の２及び第４７条の５の規定は、平成２８年１０月１日以後の地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第３１７条の２第１項に規定する公的年金等（以下この項

において「公的年金等」という。）に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収に

ついて適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収に

ついては、なお従前の例による。 

３ 新条例附則第６条第４項、第６条の２第４項、第７条の４、第１６条の３及び

第１９条から第２０条の２までの規定中個人の市民税に関する部分は、平成２９

年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成２８年度分までの個人の

市民税については、なお従前の例による。 
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議案第７３号 

 

 

さぬき市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 

さぬき市国民健康保険税条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の

議決を求める。 

 

 

   平成２５年１２月５日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

第１条 さぬき市国民健康保険税条例（平成１４年さぬき市条例第５６号）の一部

を次のように改正する。 

 附則第１０項中「附則第３５条の２の６第１１項」を「附則第３５条の２の６

第１５項」に改める。 

 附則第１１項中「附則第３５条の３第１３項」を「附則第３５条の３第１１項」

に改める。 

 附則第１４項中「第３１４条の２第２項」」を「第３１４条の２第２項」と」

に改める。 

第２条 さぬき市国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

附則第５項（見出しを含む。）中「配当所得」を「配当所得等」に改める。 

附則第８項の見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め、同項中「附則第３

５条の２第６項の株式等」を「附則第３５条の２第５項の一般株式等」に、「附

則第３５条の２第６項に規定する株式等」を「附則第３５条の２第５項に規定す

る一般株式等」に改める。 

附則第９項の見出し中「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」を「譲渡所得等」

に改め、同項中「附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項の規定の適用を受

ける」を「附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する」

に、「附則第５項」を「第３条、第６条、第８条及び第２３条」に、「同項中「上

場株式等に係る配当所得の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得の金額

（法附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）」を「第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」

と、第２３条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に改

める。 

附則第１０項及び第１１項を削り、附則第１２項を附則第１０項とする。 

附則第１３項を削り、附則第１４項を附則第１１項とし、附則第１５項を附則

第１２項とする。 

附則第１６項中「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改め、同

項を附則第１３項とする。 

附則第１７項を附則第１４項とし、附則第１８項を削る。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年１月１日から施行する。ただし、第１条の規定は、公

布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 第２条の規定による改正後のさぬき市国民健康保険税条例の規定は、平成２９

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２８年度分までの国民

健康保険税については、なお従前の例による。 
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議案第７４号 

 

さぬき市文化資料展示館条例の一部改正について 

 

 

さぬき市文化資料展示館条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の

議決を求める。 

 

 

平成２５年１２月５日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市文化資料展示館条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市文化資料展示館条例（平成１４年さぬき市条例第８７号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第１号中「さぬき市文化資料展示館（２１世紀館さんがわ）」を「２１世

紀館さんがわ」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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議案第７５号 

 

 

さぬき市放課後児童クラブ条例の一部改正について 

 

 

さぬき市放課後児童クラブ条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会

の議決を求める。 

 

 

平成２５年１２月５日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市放課後児童クラブ条例（平成１４年さぬき市条例第１１１条）の一部を

次のとおり改正する。 

第６条第２項中「特に」を「前２項の規定にかかわらず特に」に、「前項」を

「前２項」に改め、同項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 市長は、前項に規定する保育及び指導時間を午前７時３０分から午前８時３０

分まで（学校休業日に限る。）及び午後６時から午後６時３０分までの時間の範

囲内において、延長することができる。 

第８条第２項中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

（2）保護者の属する世帯から複数の児童が入会するとき。 

第８条第３項中「すべて」を「全て」に改め、同条第４項中「第２項第２号」を

「第２項第３号」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加

える。 

４ 第２項第２号の規定により児童クラブ費等の減額又は免除の許可を得た者に対

しては、２人目以降の児童について、市長が定める単位期間に係る児童クラブ費

等を減額し、又は免除するものとする。 

別表を次のように改める。 

別表（第８条関係） 

区分 単位期間 児童１人当たりの金額 

年間を通して入会する場合（年度途

中の入会又は退会を含む。）の児童

クラブ費 

１か月 ５,０００円

ただし、８月は、１

０,０００円 

学校休業日の期間中に限り入会する

場合の児童クラブ費 

夏季休業日の期間 １５,０００円

冬季休業日の期間 ４,０００円

学年末休業日の期間 ４,０００円

学年始休業日の期間 ３,０００円

マイクロバス使用料（８月は、除

く。） 

１か月 １,０００円

ただし、第６条第２項の規定により延長した保育及び指導時間に児童クラブを利

用する児童にあっては、それぞれ上記の金額に次の金額を加算した額とする。 

区分 単位期間 保育及び指導時間 

児童１人当たり

の金額 

 

年間を通して入会

する場合（年度途

１か月 午後６時から午後６

時３０分まで 

１，０００円
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中の入会又は退会

を含む。） 

夏季休業日の期間 午前７時３０分から

午前８時３０分まで 

３，０００円

冬季休業日の期間 午前７時３０分から

午前８時３０分まで 

８００円

学年末休業日の期間 午前７時３０分から

午前８時３０分まで 

７００円

学年始休業日の期間 午前７時３０分から

午前８時３０分まで 

５００円

学校休業日の期間

中に限り入会する

場合 

夏季休業日の期間 午前７時３０分から

午前８時３０分まで 

３,０００円

午後６時から午後６

時３０分まで 

１,５００円

冬季休業日の期間 午前７時３０分から

午前８時３０分まで 

８００円

午後６時から午後６

時３０分まで 

４００円

学年末休業日の期間 午前７時３０分から

午前８時３０分まで 

７００円

午後６時から午後６

時３０分まで 

３５０円 

学年始休業日の期間 午前７時３０分から

午前８時３０分まで 

５００円

午後６時から午後６

時３０分まで 

２５０円

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のさぬき市放課後児童クラブ条例第８条及び別表の規定

は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係る児童クラ

ブ費等について適用し、施行日前の利用に係る児童クラブ費等については、なお

従前の例による。 
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議案第７６号 

 

 

さぬき市老人福祉センター条例の一部改正について 

 

 

さぬき市老人福祉センター条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会

の議決を求める。 

 

 

   平成２５年１２月５日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市老人福祉センター条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市老人福祉センター条例（平成１４年さぬき市条例第１１４号）の一部を

次のように改正する。 

別表のうち(1) 寒川老人福祉センターの表中 

「 円
   「 

 

  を 

 

」 

円

６４０

 

 

に、 

 

 」 

６００

４００
４３０

３００
３２０

３００
３２０

 

「 円 円
   「 

 

  を 

 

 

 」 

円

２，１６０

円

５４０

 

 

  に 

 

 

 」 

２,０００ ５００

３,０００ ７００
３，２４０ ７５０

２,０００ ５００
２，１６０ ５４０

８,０００ ２,０００
８，６４０ ２，１６０

１５,０００ ３,５００
１６，２００ ３，７８０

改め、同表備考１第３号中「療育手帳制度について（昭和４８年９月２７日厚生省

発児第１５６号厚生事務次官通知）」を「香川県療育手帳制度要綱（昭和４９年１

１月１日付け４８婦Ａ第１９６号香川県民生部長通知）」に改め、同表備考１第４

号中「特定疾患治療研究事業実施要綱（昭和４８年４月１７日衛発第２４２号厚生

省公衆衛生局長通知）」を「香川県特定疾患治療研究事業実施要綱（昭和４８年８

月２４日付け４８予Ｂ第３３４号香川県厚生部長通知）」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、別表備考１の改正規

定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものから適用し、

同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。 
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議案第７７号 

 

さぬき市介護保険条例及びさぬき市後期高齢者医療に関する条例の 

一部改正について 

 

 

さぬき市介護保険条例及びさぬき市後期高齢者医療に関する条例の一部を別紙の

とおり改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

   平成２５年１２月５日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹                      
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   さぬき市介護保険条例及びさぬき市後期高齢者医療に関する条例の一部を改

正する条例 

 

 （さぬき市介護保険条例の一部改正） 

第１条 さぬき市介護保険条例（平成１４年さぬき市条例第１３１号）の一部を次

のように改正する。 

  附則第６条中「延滞金額の」の次に「年１４．６パーセントの割合及び」を加

え、「各年の前年の１１月３０日を経過する時における日本銀行法（平成９年法

律第８９号）第１５条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引

率に年４パーセント」を「当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２

６号）第９３条第２項の規定により告示された割合に年１パーセント」に改め、

「いう」の次に「。以下この条において同じ」を、「その年」の次に「（以下この

条において「特例基準割合適用年」という。）」を加え、「当該特例基準割合（当

該割合に０．１パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。」を

「年１４．６パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例

基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセント

の割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当

該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３パーセ

ントの割合」に改める。 

 （さぬき市後期高齢者医療に関する条例の一部改正） 

第２条 さぬき市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年さぬき市条例第５号）

の一部を次のように改正する。 

  第４条第３項中「すべて」を「全て」に改める。 

  附則第３条中「第６条第１項」を「当分の間、第６条第１項」に改め、「延滞

金の」の次に「年１４．６パーセントの割合及び」を加え、「各年の前年の１１

月３０日を経過する時における日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条第

１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４パーセント」を

「当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の

規定により告示された割合に年１パーセント」に改め、「いう」の次に「。以下

この条において同じ」を、「その年」の次に「（以下この条において「特例基準割

合適用年」という。）」を加え、「当該特例基準割合（当該割合に０．１パーセン

ト未満の端数があるときは、これを切り捨てる。」を「年１４．６パーセントの

割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年７．３パーセ

ントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該特例

基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３

パーセントの割合を超える場合には、年７．３パーセントの割合」に改める。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。ただし、第２条中さぬき市後

期高齢者医療に関する条例第４条第３項の改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後のさぬき市介護保険条例附則第６条の規定及び第２

条の規定による改正後のさぬき市後期高齢者医療に関する条例附則第３条の規定

は、延滞金のうち平成２６年１月１日以後の期間に対応するものについて適用し、

同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 
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議案第７８号 

 

 

さぬき市シーサイドコリドール条例の一部改正について 

 

 

さぬき市シーサイドコリドール条例の一部を別紙のとおり改正することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議

会の議決を求める。 

 

 

   平成２５年１２月５日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市シーサイドコリドール条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市シーサイドコリドール条例（平成１５年さぬき市条例第２号）の一部を

次のように改正する。 

別表のうち４ 球技場使用料金の表球技場の部市内の項中「１,０００円」を

「２,０００円」に改め、同部市外の項中「２,０００円」を「４,０００円」に改

める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものから適用し、

同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。 
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議案第７９号 

 

 

道の駅みろくの指定管理者の指定について 

 

 

次のとおり道の駅みろくの指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

 

平成２５年１２月５日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

 

１ 公の施設の名称   

  道の駅みろく 

 

２ 指定管理者となる団体 

  名 称  株式会社四国にぎわいネットワ－ク 

  所在地  高松市朝日新町３２番１０号 

 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日 
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議案第８０号 

 

 

市道の路線の廃止について 

 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項において準用する同法第８

条第２項の規定に基づき、次のとおり市道の路線を廃止することについて、議会の

議決を求める。 

 

 

                      平成２５年１２月５日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

番号 路 線 名 起  点 終  点 延長（ｍ） 

幅員

（ｍ） 

1 
橋方

はしかた

山王

さんのう

線

せん

 

さぬき市寒川町 さぬき市寒川町 

563.3 2.6～4.6 石田西字中所 

797 番 1 地先 

石田西字山王 

65 番 5 地先 

2 
新川橋方

にいかわはしかた

線

せん

 

さぬき市寒川町 さぬき市寒川町 

1142.9 2.7～6.4 神前字新川 

2431 番 3 地先 

石田西字橋方 

501 番地先 
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議案第８１号 

 

 

市道の路線の認定について 

 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定に基づき、次のとおり

市道の路線を認定することについて、議会の議決を求める。 

 

 

                      平成２５年１２月５日提出 

 

                      さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

番号 路 線 名 起  点 終  点 延長（ｍ） 

幅員

（ｍ） 

1 
橋方

はしかた

山王

さんのう

線

せん

 

さぬき市寒川町 さぬき市寒川町 

527.1 2.6～11.4 石田西字中所 

799 番 1 地先 

石田西字山王 

65 番 5 地先 

2 
新川橋方

にいかわはしかた

線

せん

 

さぬき市寒川町 さぬき市寒川町 

1191.3 2.7～6.4 神前字新川 

2431 番 3 地先 

石田西字橋方 

500 番 2 地先 

3 
鵜部

う の べ

臨港

りんこう

２号

 ご う

線

せん

 

さぬき市津田町 さぬき市津田町 

104.2 

11.0～

15.0 

鶴羽字西代 

778 番 23 地先 

鶴羽字西代 

778 番 25 地先 

 

  



42 

 

議案第８２号 

 

 

工事請負契約の変更について（平成２５年度流田ポンプ場改築工事） 

 

 

平成２５年度流田ポンプ場改築工事について、次のとおり変更請負契約を締結し

たいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及びさぬ

き市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１４年

さぬき市条例第４９号）第２条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

平成２５年１２月５日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

１ 契約の目的  平成２５年度流田ポンプ場改築工事 

２ 契約の方法  随意契約 

３ 契約の金額  変更前 一金１８７，８４５，０００円 

         うち消費税及び地方消費税額８，９４５，０００円 

         変更後 一金２１９，２４４，２００円 

         うち消費税及び地方消費税額１０，４４０，２００円 

４ 契約の相手方 香川県高松市番町２丁目１６番３号 

         扶桑建設工業株式会社四国支社 

         四国支社長 薬 師 神 英 夫 


